
寡父母

就職・転職・資格取得を応援します！
しゅうしょく しょく してん かくしゅ とく おうえん

こども

９時〜15時45分

毎月第２火曜日は13時〜19時

こども家庭課専門の相談員が、あなたの希望する仕事の内容や条件、取得したい資格、これ

までの職歴、こどもの年齢や保育環境などを聞かせていただき、就職・転職の

サポートを行います。希望される方にはハローワークの面接にも同席します。

まずはお電話ください。

１５

しゅうしょく し えん おこな き かん

就職支援を行っている機関

（月、水、金のみ）

仕

　事

寡父母

寡父母
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えびすワーク
さがし

40-7266

祝日

金 9 土・日・祝　9：00〜18：00

９時〜１７時３０分

毎月第２、第４水曜日　１８時〜２１時

３

30 3018

寡父母

寡父母

寡父母

仕

　事

https://www.kyufu.mhlw.go. jp/kensaku/

指定の講座を受講した母子家庭の母および父子家庭の父に、受講後にかか

った受講料の６割（上限２０万円、看護師や介護福祉士等を目指す一部の

講座を受講する場合は上限１６０万円（４０万円×修学年数）、下限１万

２千円）が支給されます。受講修了後、資格を取得し、就労した方につい

ては、受講料の8.5割（上限２４０万円（６０万円×修学年数））が支給さ

れます。

修業する期間のうち上限4年。

父母

父母

※修業期間の最後の1年間については、４万円加算。

６ヶ月以上の養成機関で修業する人

こども家庭課

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格取得を目指し、６ヶ月以上専

門学校や大学等の養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、毎

月一定額の訓練促進給付金を支給します。また、卒業後に修了支援給付金を支給

します。
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父母

父母
こうとうしょくぎょうくんれんそくしん し きんかしつけきん

高等職業訓練促進資金貸付金

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す場合に、資金

貸付を行います。
　

社会福祉法人　佐賀県社会福祉協議会

電話：0952-23-2145

合格時給付金

受講時にかかった費用の１割

（受講開始時給付金、受講修了時給付金と合格時給付金併せて上限15万円）

（3）

受講開始時給付金

受講時にかかった費用の４割（上限10万円、下限４千円）

受講修了時給付金

受講時にかかった費用の５割から（1）として支給した額を差し引いた額

（上限12万５千円、下限４千円）

（1）

（2）

こども家庭課

など

水ヶ江一丁目
12番11号

水ヶ江一丁目
12番11号

＜電話＞  0952-24-1400

＜電話＞  0952-30-0114

診療時間（受付は15分前まで）
　平日/20 時〜22 時
　土曜/17 時〜22 時
　日・休、12 月 31 日〜１月３日/
　　　 ９時〜13 時、14 時〜22 時
対象児：15 歳以下のこども

健
診
・
医
療

・ 五種混合　　・ 小児用肺炎球菌　　・ B型肝炎　　・ BCG　　　　　・ 麻しん風しん混合
・ 水痘　　　　・ 日本脳炎　　　　　・ 二種混合　　・ ロタウイルス　　・ HPV（小6～高1の女子のみ）

父母

父母

寡父母

守りたい！親子の健康
まも こおや けん こう

こども健康課

こども健康課

［１歳６か月児健診・３歳児健診・５歳児健診］

父母
し ない いりょうき かん かん ほうさっ しれんじょうけんほ

40-7279

小さいこどもは体調を崩しやすいので、夜間や休日の急病でも慌てないよう、あらかじめ医療

機関等をチェックしておきましょう！また、こどもの健康を守るために、予防接種や健康診査

は忘れずに受けましょう。

＜電話＞  0952-24-1426

＜電話＞  ♯8000

　　　ダイヤル回線の場合　0952-24-2200

　　 （毎日19時〜翌朝8時）

対象年齢：おおむね15歳未満

診療時間（受付は30分前まで）
　日・休、12 月 31 日〜１月３日/
　　　　　　　　９時30 分〜16 時
対象：大人もこどもも

夜間に応急対処の方法や、受診すべきかどうかの
助言を行います。

（♯8000）

佐賀市内の日曜・休日の在宅当番医の情報をお知ら
せしています。

検索佐賀市　在宅当番医

佐賀市日曜・休日在宅当番医
が し にちよう じつざいたくとうばん いきゅうさ

こ

こどもの救 急（ONLINE－QQ）
きゅうきゅう

お子さんの症状をホームページ上にチェック入力することで、対処方法や診療時間外に病院を受診するかど
うかの判断の目安がわかります。
対象年齢：生後1カ月から6歳まで 検索こどもの救急

生後1〜2 か月ごろに乳児一般健診票（ピンクの紙）を３枚送付します。受診票に記載

している受診目安時期を参考に、かかりつけの小児科医療機関等で受診してください。

内科、小児科、歯科などの市内医療機関や、こどもの保健に関する情報がわ

かるパンフレット（こんにちは赤ちゃん）を、希望者に配布しています。

市内の医療機関やこどもの保健関連情報冊子　


